
特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について 

旧法人名 

日本道路公団 

首都高速道路公団 

阪神高速道路公団 

本州四国連絡橋公団 

 

政府出資額

２，２８４，８６５，０４２，７４５円 

３８８，９２２，０００，０００円 

２９４，４２５，０００，０００円 

７５６，９０８，５００，０００円 

（合計）３，７２５，１２０，５４２，７４５円 

新法人名 

（業務承継法人名）

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

政府出資額

１０５，０００，０００，０００円 

１３０，０００，０００，０００円 

９５，０００，０００，０００円 

１３，４９９，９９７，０００円 

９，９９９，９９６，０００円 

５，３３０，４４０，０００円 

３，３６６，２９０，１０９，７４５円 

（合計）３，７２５，１２０，５４２，７４５円 

組織変更年月日

（業務承継年月日）
平成１７年１０月１日 増 減 額 ０円 

 

政府出資額が増

減することの根

拠法令 

 

日本道路公団等民営化関係法施行法（平成１６年法律第１０２号） 

（株式の引受け）  

第六条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、次の各号に掲げる会社ごとに、当該各号に定める日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路

公団及び本州四国連絡橋公団（以下「公団」と総称する。）が引き受けるものとし、設立委員は、これを当該公団に割り当てるものとする。  

一 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社 日本道路公団 

二 首都高速道路株式会社 首都高速道路公団  

三 阪神高速道路株式会社 阪神高速道路公団 

四 本州四国連絡高速道路株式会社 本州四国連絡橋公団 

２・３ 略 

 

 



 

 （公団の解散等） 

第十五条 公団は、会社及び機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継

する資産を除き、前条第三項の認可を受けた実施計画（同条第四項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。）におい

て定めるところに従い、その時において同条第一項各号に掲げる公団ごとに当該各号に定める会社及び機構が承継する。 

２ 会社及び機構の成立の際現に公団が有する権利のうち次に掲げる資産は、会社及び機構の成立の時において国（首都高速道路公団、阪神高速道路公

団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体）が承継する。  

一 第六条第一項の規定により公団が引き受けた会社の株式の総数 

 二・三 略 

３ 前二項の規定により会社及び機構並びに国及び出資地方公共団体が公団から承継する資産（国及び出資地方公共団体が承継するものにあっては、前

項第一号に掲げるものに限る。）の価額は、会社及び機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 

４ 略 

５ 第六条第一項の規定により首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団が引き受けた首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会

社又は本州四国連絡高速道路株式会社の株式は、それぞれ国及び出資地方公共団体が、各公団への出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に

応じて、承継する。 

６～１０ 略 

１１ 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び出資地方公共団体から公団に対し出資されている出資

金に相当する金額から第二項の規定により国及び出資地方公共団体が承継した会社の株式の総数の価額に相当する金額を減じた額（以下この項にお

いて「承継出資額」という。）は、政府及び出資地方公共団体から機構に対し出資されたものとし、承継計画において定めるところに従い機構が承

継する資産の価額から負債の金額及び承継出資額の合計額を差し引いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。 

１２ 略 

政府出資額が増

減した理由 

 

備  考 

東日本高速道路株式会社への政府出資額は、法人の貸借対照表上、資本金５２５億円及び資本剰余金５２５億円とに区分して記載されている。 

中日本高速道路株式会社への政府出資額は、法人の貸借対照表上、資本金６５０億円及び資本剰余金６５０億円とに区分して記載されている。 

西日本高速道路株式会社への政府出資額は、法人の貸借対照表上、資本金４７５億円及び資本剰余金４７５億円とに区分して記載されている。 

首都高速道路株式会社への政府出資額は、法人の貸借対照表上、資本金６７．５億円及び資本剰余金６７．５億円とに区分して記載されている。 



 

 

阪神高速道路株式会社への政府出資額は、法人の貸借対照表上、資本金５０億円及び資本剰余金５０億円とに区分して記載されている。 

本州四国連絡高速道路株式会社への政府出資額は、法人の貸借対照表上、資本金２６．７億円及び資本剰余金２６．７億円とに区分して記載されてい

る。 


